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(57)【要約】
　【課題】多様な態様で着座者の腰部を押し出して支持
することができる背凭れを備えた椅子を提供する。
　【解決手段】椅子を、着座者の腰部を押し出して支持
し得る押出位置とこの押出位置から退避した退避位置と
の間で左右方向にスライド移動可能な押出部材を有した
背凭れを具備するものとした。背凭れは、板状のランバ
ーサポータを備え、前記押出部材が前記ランバーサポー
タを押圧する。前記押出部材は、前記ランバーサポータ
の後方に配された支持体に支持されている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
着座者の腰部を押し出して支持し得る押出位置とこの押出位置から退避した退避位置との
間で左右方向にスライド移動可能な押出部材を有した背凭れを具備してなることを特徴と
する椅子。
【請求項２】
前記背凭れが、着座者の腰部を支持するランバーサポータを備えており、前記押出部材が
前記ランバーサポータを押圧するものである請求項１記載の椅子。
【請求項３】
前記背凭れが、着座者の腰部を支持するランバーサポータを備えており、前記押出部材が
前記ランバーサポータを押圧するものであり、
前記押出部材が前記ランバーサポータの後方に配された支持体に支持されている請求項１
又は２記載の椅子。
【請求項４】
前記背凭れが、前記支持体であるアウターシェルと、このアウターシェルの前側に配され
たインナーシェルとを備えたものであり、前記ランバーサポータが前記インナーシェルに
一体に形成されており、
前記押出部材が、前記アウターシェルに形成されたスリットに案内されて左右方向に移動
し得るものである請求項３記載の椅子。
【請求項５】
前記背凭れが、相互に独立して移動し得る複数の前記押出部材を備えたものである請求項
１、２、３又は４記載の椅子。
【請求項６】
前記背凭れが、相互に連動して移動し得る複数の前記押出部材を備えたものである請求項
１、２、３又は４記載の椅子。
【請求項７】
前記押出部材が、支持体に支持されたものであり、
前記押出部材が、前記支持体の前側に位置する押出部と前記支持体の後側に位置する操作
部とを備えたものであり、
前記背凭れが、左右一対の押出部材を備えたものであり、各押出部材が、内方端側から外
方端側に向かって漸次肉厚になる形状部分を備えている請求項１、２、３、４、５又は６
記載の椅子。
【請求項８】
前記押出部材を所望の位置に節度停止させるための節度機構を設けている請求項１、２、
３、４、５、６又は７記載の椅子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、背凭れを備えた椅子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種の椅子においては、着座者の腰部を押し出して支持し得るいわゆるランバ
ーサポート部を有した背凭れを具備するものが知られている（例えば、特許文献１を参照
）。
【０００３】
　ところが、従来のランバーサポート部は、着座者の腰部を押し出して支持し得る態様が
限られているものがほとんどであり、多様な態様で着座者の腰部を支持し得る構成を備え
たものではなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１５２５６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、以上のような事情に着目してなされたものであり、多様な態様で着座者の腰
部を押し出して支持し得る背凭れを備えた椅子を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　すなわち、本発明の椅子は次の構成をなしている。
【０００７】
　請求項１に記載の椅子は、着座者の腰部を押し出して支持し得る押出位置とこの押出位
置から退避した退避位置との間で左右方向にスライド移動可能な押出部材を有した背凭れ
を具備してなるものである。
【０００８】
　請求項２に記載の椅子は、請求項１に係る構成において、前記背凭れが、板状のランバ
ーサポータを備えており、前記押出部材が前記ランバーサポータを押圧するものである。
【０００９】
　請求項３に記載の椅子は、請求項１又は２に係る構成において、前記背凭れが、板状の
ランバーサポータを備えており、前記押出部材が前記ランバーサポータを押圧するもので
あり、前記押出部材が前記ランバーサポータの後方に配された支持体に支持されているも
のである。
【００１０】
　請求項４に記載の椅子は、請求項３に係る構成において、前記背凭れが、前記支持体で
あるアウターシェルと、このアウターシェルの前側に配されたインナーシェルとを備えた
ものであり、前記ランバーサポータが前記インナーシェルに一体に形成されており、前記
押出部材が、前記アウターシェルに形成されたスリットに案内されて左右方向に移動し得
るものである。
【００１１】
　請求項５に記載の椅子は、請求項１、２、３又は４に係る構成において、前記背凭れが
、相互に独立して移動し得る複数の前記押出部材を備えたものである。
【００１２】
　請求項６に記載の椅子は、請求項１、２、３又は４に係る構成において、前記背凭れが
、相互に連動して移動し得る複数の前記押出部材を備えたものである。
【００１３】
　請求項７に記載の椅子は、請求項１、２、３、４、５又は６に係る構成において、前記
押出部材が、支持体に支持されたものであり、前記押出部材が、前記支持体の前側に位置
する押出部と前記支持体の後側に位置する操作部とを備えたものであり、前記背凭れが、
左右一対の押出部材を備えたものであり、各押出部材が、内方端側から外方端側に向かっ
て漸次肉厚になる形状部分を備えているものである。
【００１４】
　請求項８に記載の椅子は、請求項１、２、３、４、５、６又は７に係る構成において、
前記押出部材を所望の位置に節度停止させるための節度機構を設けているものである。
【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように本発明によれば、多様な態様で着座者の腰部を押し出して支持し得
る背凭れを備えた椅子を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第一実施形態を示す側面図。
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【図２】同実施形態における背面図。
【図３】同実施形態における分解斜視図。
【図４】同実施形態における正面図（一部省略）。
【図５】同実施形態における平面図（一部省略）。
【図６】同実施形態における概略断面図。
【図７】同実施形態における概略断面図。
【図８】押出部材の取り付け態様を説明するための斜視図。
【図９】本発明の第二実施形態である椅子の背面図。
【図１０】図９におけるＢ方向矢視図。
【図１１】本発明の第三実施形態である椅子の概略後方斜視図。
【図１２】同実施形態におけるＤ－Ｄ線の模式的な断面図。
【図１３】同実施形態における図１１対応の模式的な断面図。
【図１４】本発明の第四実施形態である椅子の概略後方斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　＜第一実施形態＞
　本発明の第一実施形態を、図１～８を参照して説明する。なお、図４、及び、図５では
、説明の便宜上、インナーシェル６２、ランバーサポータ６３、及び、背クッション６４
を省略したものを示している。
【００１８】
　この実施形態は、本発明を、オフィス等において好適に使用される事務用回転椅子であ
る椅子Ａに適用したものである。
【００１９】
　椅子Ａは、脚１と、脚１の上端に水平旋回可能に取り付けられた支持基部２と、前部を
支持基部２に支持させた座受３と、座受３に下部を取り付けた座４と、下端部を支持基部
２に回転可能に支持させるとともに座受３の後部を回転可能に支持する背支桿５と、背支
桿５に取り付けた背凭れ６とを具備してなる。座４及び背凭れ６は、シンクロロッキング
可能に支持基部２及び背支桿５に支持されている。以下、詳述する。
【００２０】
　脚１は、下端にキャスタを備えた複数本の脚羽根１１と、脚羽根１１の上端部が集合す
る部位から起立する脚支柱１２とを備えている。
【００２１】
　支持基部２は、脚支柱１２に支持された金属製の支持基部本体（図示せず）を主体に構
成されている。支持基部２は、支持基部本体を覆う支持基部カバー２１を備えており、支
持基部カバー２１が装着された状態では、支持基部本体が外部から視認できないようにな
っている。
【００２２】
　座受３は、支持基部２の上方に配されたものである。座受３は、前部が支持基部２に枢
着されており、座受３の後部が背支桿５の基端部近傍に枢着されている。
【００２３】
　座４は、着座者Ｐの荷重を均等に支持する構造部材としての役割を担う座シェル４１と
、座シェル４１の上に配された座クッション４２とを備えてなるものである。座シェル４
１は、座受３の上側に配され、座受３に対して前後方向に一定範囲でスライド移動できる
ように構成されている。座シェル４１と座クッション４２は図示しない表皮材で覆われて
いる。
【００２４】
　背支桿５は、背凭れ６を支持するものであり、背凭れ６の左右方向中間部における上部
及び下部に接続している。背支桿５における背凭れ６の後側に位置する部位は、背面視に
おいて背凭れ６の左右方向中間部に位置している。背支桿５における背凭れ６の上側との
接続部分と背支桿５における背凭れ６の下側との接続部分との間の部位は、側面視におい
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て背凭れ６と離間している。
【００２５】
　背支桿５は、支持基部２と接続する下部背フレーム５１と、下部背フレーム５１に対し
て回動可能に支持された上部背フレーム５２とを備えている。下部背フレーム５１は、下
端部を支持基部２に回転可能に支持させている。下部背フレーム５１は、下端部の近傍に
おいて座受３の後端部を支持している。下部背フレーム５１は、上端部において上部背フ
レーム５２を前後方向に回転可能に支持するとともに背凭れ６の下端部と接続している。
上部背フレーム５２は、上端部を背凭れ６の上部に接続している。
【００２６】
　次いで、本実施形態における背凭れ６について説明する。
【００２７】
　背凭れ６は、着座者Ｐの腰部を押し出して支持し得る押出位置（ｐ）とこの押出位置（
ｐ）から退避した退避位置（ｅ）との間で左右方向にスライド移動可能な左右一対の押出
部材Ｌ、Ｒ、すなわち、左の押出部材Ｌ及び右の押出部材Ｒを備えている。左右の押出部
材Ｌ、Ｒは、これら左右の押出部材Ｌ、Ｒを支持する支持体であるアウターシェル６１に
対して左右方向にスライド移動可能に支持されている。しかして、左右の押出部材Ｌ、Ｒ
を主体にして、着座者Ｐの腰部を押し出して支持し得るランバーサポート部が構成されて
いる。この椅子Ａにおけるランバーサポート度合い、すなわち、着座者Ｐの腰部に対する
押し出し度合いは、左右の押出部材Ｌ、Ｒの左右方向の位置を変更することによって任意
に調整することができるようになっている。以下、詳述する。
【００２８】
　背凭れ６は、樹脂により形成されたアウターシェル６１と、アウターシェル６１の前側
に配された樹脂により形成されたインナーシェル６２と、アウターシェル６１に対して相
対移動可能に取り付けられた左右の押出部材Ｌ、Ｒと、左右の押出部材Ｌ、Ｒの前側に配
された着座者Ｐの腰部を支持するランバーサポータ６３と、インナーシェル６２の前側に
配された背クッション６４とを備えたものである。本実施形態では、ランバーサポータ６
３が、インナーシェル６２と樹脂により一体に形成されている。インナーシェル６２と背
クッション６４は図示しない表皮材で覆われている。
【００２９】
　アウターシェル６１は、着座者Ｐの背を支持するためのものである。また、アウターシ
ェル６１は、左右の押出部材Ｌ、Ｒを移動可能に支持する支持体を構成するものである。
アウターシェル６１は、着座者Ｐの背を支持し得る大きさを有した樹脂製のもので、側面
視において前方に向けて凸となる形状、すなわち、くの字状に形成されている。アウター
シェル６１は、平面視において後方に向けて凸となるように湾曲した形状をなしている。
アウターシェル６１は、側面視くの字状に前方に屈曲している部位に、背面視において左
右方向に延びる２本のスリット６１１が上下に平行に形成されている。この椅子Ａでは、
スリット６１１に案内されて左右の押出部材Ｌ、Ｒが、相互に独立して左右方向に移動し
得るように構成されている。
【００３０】
　アウターシェル６１における上下のスリット６１１によって形成された帯状部分の中央
部には、左右の押出部材Ｌ、Ｒの内方へのスライド位置を規制するための内ストッパ６１
２が設けられている。内ストッパ６１２は、アウターシェル６１に突設されたもので、こ
の実施形態ではナット部材により構成されている。内ストッパ６１２は、押出部材Ｌ、Ｒ
の押出部７の内方端に当接し得るようになっている。内ストッパ６１２の存在によって、
左右の押出部材Ｌ、Ｒは、それぞれが押出位置（ｐ）に位置する状態でも、一定間隔離れ
て位置するように設定されている。
【００３１】
　アウターシェル６１は、上部に樹脂の弾性変形を惹起し易くするための複数の貫通孔を
備えている。アウターシェル６１は、上端部及び下端部にインナーシェル６２を取り付け
るための取付部６１３を備えている。アウターシェル６１の左右側縁部には、左右の押出



(6) JP 2017-200643 A 2017.11.9

10

20

30

40

50

部材Ｌ、Ｒの外方へのスライド位置を規制するための外ストッパ６１４が設けられている
。外ストッパ６１４は、アウターシェル６１に突設されたもので、この実施形態では、ナ
ット部材により構成されている。外ストッパ６１４は、押出部材Ｌ、Ｒの外方端側に形成
された凹部７３に当接し得るようになっている。
【００３２】
　内ストッパ６１２及び外ストッパ６１４により規制された左右の押出部材Ｌ、Ｒの可動
範囲は、アウターシェル６１の左右方向の中央を仮想中心線として略対称に設定されてい
る。
【００３３】
　インナーシェル６２は、アウターシェル６１と近似した形状をなす樹脂製のものである
。インナーシェル６２は、側面視においてくの字状に形成されている。インナーシェル６
２は、くの字状に屈曲している部位に、正面視において左右方向に延びるスリット６２１
が上下に平行に設けられている。本実施形態では、各スリット６２１間における平板状の
部位を主体にしてランバーサポータ６３が構成されている。換言すれば、ランバーサポー
タ６３は、インナーシェル６２の中間部における左右の押出部材Ｌ、Ｒによって前後方向
に押し出され得る部分に設けられている。インナーシェル６２は、上端部及び下端部にア
ウターシェル６１の取付部６１３と係わり合う被取付部６２２を備えている。
【００３４】
　左右の押出部材Ｌ、Ｒは、樹脂製のものであり、ランバーサポータ６３を後方から押圧
するものである。左右の押出部材Ｌ、Ｒは、アウターシェル６１の前側に位置する押出部
７と、アウターシェル６１の後側に位置する操作部８と、これら押出部７と操作部８とを
連結するための連結部９とを備えている。
【００３５】
　押出部７は、平面視において内方端側から外方端側に向かって漸次肉厚になる形状部分
を有している。換言すれば、押出部７は、くさび状に形成されており、平面視において外
側から内側に向かって薄肉になるように形成されている。詳述すれば、押出部７は、平面
視において内方端縁から外側方に向かって漸次肉厚になる形状部分を主体に構成された内
側部分７ｕと、内側部分７ｕの外側に位置し平面視において内側部分７ｕよりも肉厚の部
位を有する外側部分７ｓとを備えている。内側部分７ｕは、前側にアウターシェル６１の
前面よりも内側に向かって傾斜した傾斜面ｋを備えている。傾斜面ｋは、アウターシェル
６１の前面に対して１０°～３０°の範囲で傾斜しており、この実施形態では約１５°に
傾斜している。外側部分７ｓは、前側に内側部分７ｕの傾斜面ｋと連続した曲面ｑを備え
ている。すなわち、押出部７は内側の前面を傾斜面ｋとするとともに外側の前面を曲面ｑ
とした平面視山型に隆起した形状をなしている。
【００３６】
　押出部７は、背面側に向かって開放され上下方向中間部に後述するラック部材ｃ１を配
し得るための空間を形成した溝７１と、溝７１内において後方に向けて突出して設けられ
ラック部材ｃ１の歯に係わり合う係合部７２とを備えている。溝７１は左右方向に延びる
ように形成されている。係合部７２は、押出部７の略中央部に位置し、帯状部材を主体に
構成され、弾性変形により前後方向に突没変位し得るようになっている。係合部７２は、
後述する節度機構Ｃを構成するものであり、ラック部材ｃ１に対して節度係合できるよう
になっている。
【００３７】
　操作部８は、アウターシェル６１の後側に位置する上下方向に延びる棒状のものであり
、使用者が把持する把持部としての機能を奏し得るように構成されている。使用者は、操
作部８を把持してスライド操作することにより押出部７の左右方向の位置を任意に変更す
ることができるようになっている。
【００３８】
　連結部９は、柱状の外観をなすのもので、押出部７と操作部８とを連結するものである
。この実施形態では、連結部９は、操作部８と一体に形成されている。連結部９は、操作
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部８の前側に前方に突出して形成されており、アウターシェル６１のスリット６１１を通
過する位置に配されている。連結部９の先端は、押出部７に接続し、連結部９と押出部７
とは、ビスｖにより螺着される。
【００３９】
　この椅子Ａは、押出部材Ｌ、Ｒを所望の位置に節度停止、すなわち、クリックストップ
させるための節度機構Ｃを設けている。より具体的に言えば、椅子Ａは、左右の押出部材
Ｌ、Ｒを、アウターシェル６１の所定位置に節度停止するための節度機構Ｃを設けている
。節度機構Ｃは、アウターシェル６１の前面に配され平板状の棒状部材に複数の歯が設け
られてなるラック部材ｃ１と、押出部材Ｌ、Ｒに設けられた係合部７２とを主体に構成さ
れている。
【００４０】
　ランバーサポータ６３は、樹脂により形成されたもので弾性変形し易く構成された薄肉
板状のものである。ランバーサポータ６３は、左右方向にスライド移動し得る押出部材Ｌ
、Ｒによって後方から押し出されることにより、直接的に押し出される部位及びその周囲
の部位が前後方向に移動され得るように構成されている。本実施形態におけるランバーサ
ポータ６３は、インナーシェル６２と一体に形成されており、各スリット６２１間の平板
状の部位を主体に構成されている。すなわち、ランバーサポータ６３は、スリット６２１
と協働して前後方向に弾性変形し易く構成されている。
【００４１】
　背クッション６４は、スポンジ状の背クッション本体の外面に張地を張り設けた通常の
ものである。背クッション６４はインナーシェル６２の前面に止着されている。なお、こ
の実施形態では、ランバーサポータ６３を一体に設けたインナーシェル６２と背クッショ
ン６４とが接着剤により相互に接着されておりこれらを主体にしてユニット体を構成して
おり、当該ユニット体をアウターシェル６１に対して着脱できるようになっている。
【００４２】
　次いで、押出部材Ｌ、Ｒの作動について説明する。
【００４３】
　左右の押出部材Ｌ、Ｒは、支持体、すなわち、アウターシェル６１に支持されており、
アウターシェル６１に対して左右方向に移動可能に構成されている。使用者は、着座状態
及び着座状態から離れた状態の何れの状態でも、操作部８に腕を伸ばし、操作部８を把持
して、アウターシェル６１の所望の位置に押出部材Ｌ、Ｒを移動させることができるよう
になっている。
【００４４】
　左右の押出部材Ｌ、Ｒは、通常の着座位置に着座した着座者Ｐの腰部の中央部分を押し
出して支持し得る押出位置（ｐ）と、押出位置（ｐ）から外側に退避して着座者Ｐの腰部
の側部或いは側部近傍に位置する退避位置（ｓ）との間で左右方向にスライド移動可能に
構成されている。
【００４５】
　押出部材Ｌ、Ｒの押出位置（ｐ）は、アウターシェル６１の左右方向中間部側の位置で
あり、押出部７の内方端縁が内ストッパ６１２に当接し、押出部材Ｌ、Ｒの内方への移動
が阻止された位置に設定されている。図７に示すように、押出部材Ｌ、Ｒが、押出位置（
ｐ）にある場合は、主として押出部７における外側部分７ｓの曲面ｑがランバーサポータ
６３の左右方向中間部に接し、ランバーサポータ６３を前方に押圧する。この際、ランバ
ーサポータ６３は、押出位置（ｐ）にある左右の押出部材Ｌ、Ｒの外側部分７ｓによって
前方に押圧され、中央部分全体が前方に移動することになる。つまり、ランバーサポータ
６３が左右の押出部材Ｌ、Ｒによって直接的に押されていない中間部分、すなわち、ラン
バーサポータ６３における左右の押出部材Ｌ、Ｒと接する部分間の部位は大きく伸長する
ことなく、前方に押し出されることになる。しかして、押出部材Ｌ、Ｒが押出位置（ｐ）
に位置する場合は、着座状態にある着座者Ｐの荷重を受けて、着座者Ｐの腰部の中央に一
定の押圧力が付与され、いわゆる腰部を押圧して支持するランバーサポート機能を奏する
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ことになる。
【００４６】
　押出部材Ｌ、Ｒの退避位置（ｅ）は、アウターシェル６１の左右両側の位置であり、押
出部７の外方端縁に設けられた凹部７３が外ストッパ６１４に当接し、押出部材Ｌ、Ｒの
外方への移動が阻止された位置に設定されている。図６に示すように、押出部材Ｌ、Ｒが
、退避位置（ｅ）にある場合は、押出部７における内側部分７ｕの傾斜面ｋ、及び、外側
部分７ｓの曲面ｑがランバーサポータ６３の左右両側部に面的に接し、ランバーサポータ
６３を前方に押圧する。この際、ランバーサポータ６３は、退避位置（ｅ）にある左右の
押出部材Ｌ、Ｒの内側部分７ｕ及び外側部分７ｓによって前方に押圧されるが、左右両側
部分が前方に変位する一方、中央部分全体は着座者Ｐの荷重に伴って後方すなわちアウタ
ーシェルに近接した位置にある。しかして、押出部材Ｌ、Ｒが退避位置（ｅ）に位置する
場合は、着座状態にある着座者Ｐの腰部の中央には、一定の押圧力が付与されにくいもの
となり、いわゆる腰部を押圧して支持するランバーサポート機能を発揮し難いことになる
。なお、本実施形態では、背凭れ６が、背面視における背凭れ６の中央部に配された一本
の柱状体をなす背支桿５により支持されているため、背凭れ６が着座者Ｐに追従して回動
し易く構成されている。すなわち、背凭れ６の左右両側部が、背支桿６との接続部位を支
点にして前後動し易く構成されている。このため、押出部材Ｌ、Ｒが退避位置（ｅ）に位
置する場合には、背凭れ６に支持されている着座者Ｐの側部側を、背凭れ６の動きに対応
して好適に支持し得るサイドサポート機能を有効に発揮し得るものとなっている。
【００４７】
　このように、椅子Ａは、押出部材Ｌ、Ｒを、押出位置（ｐ）と退避位置（ｅ）との間で
、任意の位置に配置することにより、着座者Ｐの腰部に対する押出度合いを多様に変化さ
せることができるようになっている。換言すれば、背凭れ６は、いわゆるランバーサポー
ト効果を段階的に変化させることができるように構成されている。つまり、左右の押出部
材Ｌ、Ｒがそれぞれ押出位置（ｐ）に位置する場合は最も着座者Ｐに対して腰部に対する
サポート力を感じさせるものとなり、左右の押出部材Ｌ、Ｒが押出位置（ｐ）から退避位
置（ｅ）側に向かって移動するにつれて着座者Ｐに対して腰部へのサポート力を感じさせ
ないものとなる。この実施形態では、左右の押出部材Ｌ、Ｒはそれぞれ独立して移動する
ことができるため、着座者Ｐは、任意の位置に左右の押出部材Ｌ、Ｒをそれぞれ別個に位
置設定し、腰部に対する所望のサポート力を得ることができることになる。
【００４８】
　押出部材Ｌ、Ｒが、押出位置（ｐ）と退避位置（ｅ）との間で移動し得る手動による操
作は、押出部７におけるランバーサポータ６３との摺接を好適にする構成により、円滑に
行うことができる。すなわち、押出部材Ｌ、Ｒを内側に向かって操作する場合には、ラン
バーサポータ６３の背面に、押出部材Ｌ、Ｒの傾斜面ｋが摺接することになるため、操作
の負荷が抑制されやすいものとなっている。つまり、押出部材Ｌ、Ｒの傾斜面ｋがランバ
ーサポータ６３を前側に向かって徐々に無理なく案内できるようになっている。他方、押
出部材Ｌ、Ｒを外側に向かって操作する場合は、ランバーサポータ６３の背面に押出部材
Ｌ、Ｒの曲面ｑが摺接することになるため、ランバーサポータ６３の背面に引っ掛かる等
して操作の負荷が増大することが抑制されるものとなる。
【００４９】
　以上説明したように、本実施形態に係る椅子Ａは、着座者Ｐの腰部を押し出して支持し
得る押出位置（ｐ）と押出位置（ｐ）から退避した退避位置（ｓ）との間で左右方向にス
ライド移動可能な押出部材Ｌ、Ｒを有した背凭れ６を具備している。このため、多様な態
様で着座者Ｐの腰部を押し出して支持することができる背凭れ６を備えた椅子Ａを提供す
ることができるものとなる。
【００５０】
　背凭れ６が、板状のランバーサポータ６３を備えており、押出部材Ｌ、Ｒがランバーサ
ポータ６３を押圧するものであるため、押出部材Ｌ、Ｒが着座者Ｐの腰部を局所的に押圧
することを好適に抑制し得るものとなる。すなわち、押出部材Ｌ、Ｒによる着座者Ｐの腰



(9) JP 2017-200643 A 2017.11.9

10

20

30

40

50

部に対する押圧を、ランバーサポータ６３を介して間接的に行うことができるため、押出
部材Ｌ、Ｒの具体的な形状によって直接的に押圧し得る範囲よりも広い範囲で、着座者Ｐ
の腰部を好適に押圧することができるものとなる。
【００５１】
　背凭れ６が、アウターシェル６１と、アウターシェル６１の前側に配されたインナーシ
ェル６２とを備えている。そして、ランバーサポータ６３がインナーシェル６２に一体に
形成されている。このため、ランバーサポータ６３を所望の位置に好適に配することがで
きるものとなる。また、押出部材Ｌ、Ｒが、アウターシェル６１に支持されているもので
あるため、ランバーサポータ６３を適切に押圧し得る位置に配するための設計の自由度に
優れたものとなる。
【００５２】
　押出部材Ｌ、Ｒが、アウターシェル６１に形成されたスリット６１１に案内されて左右
方向に移動し得るものであるため、押出部材Ｌ、Ｒを左右方向にスライド移動可能に構成
するための設計の自由度に優れたものとなるのみならず、押出部材Ｌ、Ｒを左右方向にス
ライド移動するべく操作者が押出部材Ｌ、Ｒにアクセスするための設計の自由度に優れた
ものとなる。
【００５３】
　背凭れ６が、相互に独立して移動し得る左右２つの押出部材Ｌ、Ｒを備えたものである
ため、左右の押出部材Ｌ、Ｒをそれぞれ別個独立して任意の位置に設定することができる
ものとなる。
【００５４】
　押出部材Ｌ、Ｒが、アウターシェル６１の前側に位置する押出部７と、アウターシェル
６１の後側に位置する操作部８とを備えたものであるため、アウターシェル６１の前側に
位置する押出部７によって着座者Ｐの腰部に所定の押圧力を付与し得るとともに、アウタ
ーシェル６１の背面側に位置する操作部８に操作者がアクセスして、押出部材Ｌ、Ｒの位
置を任意の位置に設定することができるものとなる。
【００５５】
　押出部材Ｌ、Ｒが、内方端側から外方端側に向かって漸次肉厚になる形状部分を備えて
いるものであるため、押出位置（ｐ）及び退避位置（ｅ）のそれぞれにおいて、好適な姿
勢をとることができるものとなる。すなわち、押出位置（ｐ）では、外方端側の比較的肉
厚な部分によって、ランバーサポータ６３を前方に効果的に押し出すことができるととも
に、退避位置（ｅ）では、内方端側の比較的薄肉の部分が着座者Ｐ側に位置することにな
るため押出部材Ｌ、Ｒが着座者Ｐの邪魔になることを好適に抑制するものとなる。
【００５６】
　押出部材Ｌ、Ｒを所望の位置に節度停止させるための節度機構Ｃを設けているため、使
用者にとって快適なクリック感を与えつつ押出部材Ｌ、Ｒを移動させることができるとと
もに、押出部材Ｌ、Ｒを所定の位置で好適に停止させることができるものとなる。
【００５７】
　なお、本発明は、以上に詳述した実施形態に限られるものではない。例えば、次の第二
実施形態、第三実施形態、及び、第四実施形態に示されるようなものも考えられる。
【００５８】
　＜第二実施形態＞
　以下、本発明の第二実施形態を、図９～１０を参照して説明する。
【００５９】
　第二実施形態は、本発明を、いわゆるメッシュタイプの背凭れＸ６、すなわち、背枠７
５と、背枠７５に張り設けられたメッシュ状の張地７６とを備えてなる背凭れＸ６を有し
た椅子ＸＡに適用したものである。なお、図９～１０では、この椅子ＸＡを構成する脚、
支持基部、座受、座を省略して示している。また、先に説明した第一実施形態と同一又は
対応する構成については、頭に「Ｘ」を付加した上で同一の符号を付して説明することと
し、詳細な説明を省略する。
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【００６０】
　背凭れＸ６は、上下フレーム７５ａ、７５ｂ及び左右フレーム７５ｃ、７５ｄを主体に
構成され背面視において単一の周回枠状をなした背枠７５と、背枠７５に外周縁部を取り
付けた網目シート体である張地７６と、張地７６の背面側に配された樹脂製板状のランバ
ーサポータＸ６３と、ランバーサポータＸ６３の後側に位置するように背枠７５の左右フ
レーム７５ｃ、７５ｄ間に架設された横架材７７と、この横架材７７に支持させた左右の
押出部材ＸＬ、ＸＲとを具備している。
【００６１】
　押出部材ＸＬ、ＸＲは、横架材７７に対して押出位置（ｐ）と退避位置（ｅ）との間で
、左右方向にスライド移動可能に支持されている。
【００６２】
　横架材７７は、押出部材ＸＬ、ＸＲを支持するための支持体を構成するものである。横
架材７７は、背枠７５に対して一定範囲で上下動可能に構成されており、押出部材ＸＬ、
ＸＲの背枠７５に対する上下位置を所望の箇所に設定することができるようになっている
。なお、図示例では、横架材７７の左右両端部を背枠７５に設けた溝内に支持させてある
。
【００６３】
　例えば、横架材７７の上下方向に移動可能な範囲は、図１０に示すように、背枠７５の
最も前方に突出する上下位置に設けた略水平な仮想中心線ｖｃに、押出部材ＸＬ、ＸＲが
交差し得る位置までの範囲に設定すれば、着座者Ｐの腰部を好適に支持し得る範囲におい
て上下動するものとなり好適である。
【００６４】
　第二実施形態で説明した椅子は、上述した通りのものであり、第一実施形態で説明した
ものと同様の効果を奏するものとなる。
【００６５】
　＜第三実施形態＞
　以下、本発明の第三実施形態を、図１１～１３を参照して説明する。
【００６６】
　第三実施形態は、本発明を、いわゆるメッシュタイプの背凭れＹ６、すなわち、背枠８
１と、背枠８１に張り設けられたメッシュ状の張地８２とを備えてなる背凭れＹ６を有し
た椅子ＹＡに適用したものである。なお、図１１～１３では、この椅子ＹＡを構成する脚
、支持基部、座受、座を省略して示している。また、先に説明した第一実施形態と同一又
は対応する構成については、頭に「Ｙ」を付加した上で同一の符号を付して説明すること
とし、詳細な説明を省略する。
【００６７】
　背凭れＹ６は、上下フレーム８１ａ、８１ｂ及び左右フレーム８１ｃ、８１ｄを主体に
構成され背面視において単一の周回枠状をなした背枠８１と、背枠８１に外周縁部を取り
付けた網目シート体である張地８２と、張地８２の背面側に配された樹脂製板状のプレー
ト部Ｙ６３ａ及びプレート部Ｙ６３ａから後方に鉤状に突設された横架材係合部Ｙ６３ｂ
を有したランバーサポータＹ６３と、ランバーサポータＹ６３の後側に位置し背枠８１の
左右フレーム８１ｃ、８１ｄ間に架設された支持体である横架材８３と、上端を横架材８
３の左右方向中間部に接続するとともに下端を背枠８１の下フレーム８１ｂに接続した横
架材支持部８４と、横架材８３に支持されるとともに横架材８３に形成されたスリット８
３ａに案内されて左右方向に移動可能な左右の押出部材ＹＬ、ＹＲとを具備している。押
出部材ＹＬ、ＹＲは、支持体である横架材８３に対して左右方向にスライド移動可能に支
持されている。
【００６８】
　ランバーサポータＹ６３は、横架材８３に対して相対移動可能に支持されている。すな
わち、ランバーサポータＹ６３が、プレート部Ｙ６３ａの左右両側における上下縁部に横
架材８３と係わり合うための横架材係合部Ｙ６３ｂを備えており、横架材係合部Ｙ６３ａ
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を利用して横架材８３を抱くようにして該横架材８３に取り付いている。しかして、ラン
バーサポータＹ６３の両側端縁は、背枠８１と連結しておらず、押出部材ＹＬ、ＹＲの位
置が押出位置（ｐ）と退避位置（ｅ）との間で位置変更することに対応して、背枠８１に
対して近接したり離反したりできるようになっている。このように構成することで、いわ
ゆるメッシュタイプの背凭れを備えた椅子において、ランバーサポータＹ６３を所定の箇
所に配するための設計の自由度が向上するものとなる。
【００６９】
　第三実施形態で説明した椅子ＹＡは、上述した通りのものであり、第一実施形態で説明
したものと同様の効果を奏するものとなる。
【００７０】
　＜第四実施形態＞
　以下、本発明の第四実施形態を、図１４を参照して説明する。
【００７１】
　第四実施形態は、本発明を、いわゆる背枠の無いメッシュタイプの背凭れＺ６、すなわ
ち、メッシュ状の張地９１と、メッシュ状の張地９１の周縁に取り付けられた張地９１を
保形するためのワイヤ部材９２とを備えてなる背凭れＺ６を有した椅子ＺＡに適用したも
のである。なお、図１４は、椅子ＸＡを構成する脚、支持基部、座受、座を省略して示し
ている。また、先に説明した第一実施形態と、同一又は対応する構成については、頭に「
Ｚ」を付加した上で同一の符号を付して説明することとし、詳細な説明を省略する。
【００７２】
　背凭れＺ６は、張地９１と、ワイヤ部材９２と、張地９１の四隅に配されたフレーム取
付部９３と、フレーム取付部９３と接続して張地９１を支持するための支持フレーム９４
と、支持フレーム９４に取り付けられた支持体である横フレーム９５と、張地９１に止着
された樹脂製板状のランバーサポータＺ６３と、横フレーム９５に支持された左右の押出
部材ＺＬ、ＺＲとを備えている。押出部材ＺＬ、ＺＲは、支持体を構成する横フレーム９
５に対して押出位置（ｐ）と退避位置（ｅ）との間で、左右方向にスライド移動可能に支
持されている。
【００７３】
　支持フレーム９４は、背面視Ｙ字状をなし、張地９１の上部を支持する上支持フレーム
９４ａと上支持フレーム９４ａの基端部から左右に延び張地９１の下部を支持する下支持
フレーム９４ｂとを備えている。
【００７４】
　ランバーサポータＺ６３は、張地９１の裏面における着座者Ｐの腰部に対応する上下位
置に適宜の方法で止着されている。止着の態様としては、例えば、接着剤を用いて接着す
る態様、熱溶着により接着する態様、或いは、止着具を介して止着する態様などが考えら
れる。この実施形態の椅子ＺＡは、横フレーム９５に支持された押出部材ＺＬ、ＺＲが、
ランバーサポータＺ６３を押出位置（ｐ）と退避位置（ｓ）との間で押圧し得るように構
成されている。
【００７５】
　なお、背凭れＺ６は、ワイヤ部材９２を備えていないものであってもよい。例えば、背
凭れＺ６は、張地９１を主体に構成し、張地９１における周縁のほつれを抑制するべく張
地９１の周縁部位を折り返して縫い付けるようにしたものであってもよい。
【００７６】
　第四実施形態で説明した椅子ＺＡは、上述した通りのものであり、第一実施形態で説明
したものと同様の効果を奏するものとなる。
【００７７】
　上述した各実施形態（第一、第二、第三及び第四実施形態）はあくまでも例示であり、
その他、本発明を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。例えば、次の通りである。
【００７８】
　椅子は上述した実施形態に示されるようなものに限られず、背凭れを有した椅子であれ
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ばどのような椅子においても適用することができる。例えば、椅子は、脚や支持基部や座
受や背支桿を具備しないものであってもよい。
【００７９】
　背凭れは、樹脂により網目状に形成された部位に背凭れ面を有したいわゆる樹脂メッシ
ュタイプのものであってもよい。例えば、フレーム状或いはシェル状をなす支持体に、左
右方向にスライド移動可能に押出部材を支持させ、当該押出部材が背凭れ面を有した樹脂
メッシュタイプの背凭れ部材に設けられたランバーサポータを後方から押圧するように構
成しても良い。
【００８０】
　押出部材が、着座者に直接的に当接し得るように構成してもよい。すなわち、押出部材
が、着座者の腰部に直接的に添接し得るサポート面を備えているものであってもよい。
【００８１】
　押出部材は、支持体に支持され左右方向にスライド移動するものであればよく、シェル
状の部材、すなわちアウターシェルに支持されたものには限定されない。支持体とは、押
出部材をスライド移動可能に支持し得るものすべてを含んだ概念である。
【００８２】
　押出部材を備えた椅子には、必ずしもランバーサポータやインナーシェルを具備してい
なくてもよい。例えば、押出部材が、背クッションに対して直接的に添接するように構成
しても良い。
【００８３】
　背凭れは、背クッションを有したものには限定されず、例えば、ランバーサポータを有
した背凭れ構成部材であって、当該背凭れ構成部材が着座者に直接的に添接し得る背凭れ
面を備えたものであってもよい。
【００８４】
　押出部材は、単数であってもよいし、３個以上の複数個であってもよい。
【００８５】
　押出部材を左右方向にスライド移動可能に支持する態様は、種々の態様が考えられ、上
述した各実施形態に示されるものには限定されない。例えば、押出部材を案内し得るスリ
ットの本数は任意に設定することができるものである。
【００８６】
　また、スリットは、単に左右方向に直線状に延びる態様のものには限定されない。一例
としては、支持体であるアウターシェルに形成したスリットを、中央部分では左右方向に
延びるように形成するとともに側縁部分では上下方向の何れかの方向に連続して延びるよ
うに形成し、アウターシェルの側縁部分において押出部材をより一層着座者の腰部から離
れた位置に位置させ得るように構成してもよい。
【００８７】
　また、押出部材はスリットを利用して支持体に支持させたものに限られるものではない
。例えば、支持体に有底の溝を設け、この溝に対して押出部材の一部をスライド可能に嵌
合させるようにしてもよい。或いは、押出部材を、磁石を利用して左右方向にスライド移
動可能に支持させるようにしてもよい。
【００８８】
　背凭れは、相互に独立して移動するものには限られず、相互に連動して移動し得る複数
の押出部材を備えたものであってもよい。例えば、左右対をなす押出部材をギアや紐状部
材を介して相互に連動させることにより左の押出部材と右の押出部材とを背凭れの左右方
向中央部分を中心線として対称的に移動させるように構成しても良い。
【００８９】
　ランバーサポータは、着座者の腰部を支持し得るものであればよい。すなわち、ランバ
ーサポータは、板状のものに限られるものではなく、複数の孔を有した網目状のものであ
ってもよいし、複数のスリットを有したものであってもよい。ランバーサポータは、単数
のものには限られず、複数であってもよい。ランバーサポータは、軟質素材で構成された
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ものであってもよく、例えば、伸縮性に優れたゴム状の素材を主体に構成されたものであ
ってもよいし、布を主体に構成されたものであってもよいし、樹脂製のシート体を主体に
構成されたものであってもよい。換言すれば、ランバーサポータは、着座者の腰部を支持
し得るものであり、且つ、押出部材によって前方に押し出され得るものであればどのよう
なものであってもよい。
【００９０】
　その他、各部の具体的構成についても上記実施形態に限られるものではなく、本発明の
趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。
【符号の説明】
【００９１】
　６…背凭れ
　６１…アウターシェル（支持体）
　６２…インナーシェル
　６３…ランバーサポータ
　Ａ…椅子
　Ｃ…節度機構
　Ｌ…（左の）押出部材
　Ｒ…（右の）押出部材
　（ｐ）…押出位置
　（ｅ）…退避位置

【図１】 【図２】
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【図１４】



(17) JP 2017-200643 A 2017.11.9

【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
着座者の腰部を押し出して支持し得る押出位置とこの押出位置から退避した退避位置との
間で移動可能な押出部材を有した背凭れを具備してなり、
前記背凭れが、相互に独立して移動し得る左右一対の前記押出部材を備えたものである椅
子。
【請求項２】
前記背凭れが、着座者の腰部を支持するランバーサポータを備えており、前記押出部材が
前記ランバーサポータを前方に押圧するものである請求項１記載の椅子。
【請求項３】
前記押出部材が前記ランバーサポータの後方に配された支持体に支持されており、
前記支持体が、フレーム状をなすものであり、前記押出部材を前記ランバーサポータに対
してスライド移動可能に支持し得る請求項２記載の椅子。
【請求項４】
前記背凭れが、前記ランバーサポータを一体に設けたインナーシェルと、このインナーシ
ェルに止着された背クッションとを備えたものである請求項３記載の椅子。
【請求項５】
前記押出部材が、前記支持体の前側に位置する押出部を備えたものである請求項１、２、
３又は４記載の椅子。
【請求項６】
前記左右一対の押出部材が、左右方向にスライド移動し得る請求項１、２、３、４又は５
記載の椅子。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　請求項１に記載の椅子は、着座者の腰部を押し出して支持し得る押出位置とこの押出位
置から退避した退避位置との間で移動可能な押出部材を有した背凭れを具備してなり、前
記背凭れが、相互に独立して移動し得る左右一対の前記押出部材を備えたものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　請求項２に記載の椅子は、請求項１に係る構成において、前記背凭れが、着座者の腰部
を支持するランバーサポータを備えており、前記押出部材が前記ランバーサポータを前方
に押圧するものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　請求項３に記載の椅子は、請求項２に係る構成において、前記押出部材が前記ランバー
サポータの後方に配された支持体に支持されており、前記支持体が、フレーム状をなすも
のであり、前記押出部材を前記ランバーサポータに対してスライド移動可能に支持し得る
ものである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　請求項４に記載の椅子は、請求項３に係る構成において、前記背凭れが、前記ランバー
サポータを一体に設けたインナーシェルと、このインナーシェルに止着された背クッショ
ンとを備えたものである。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　請求項５に記載の椅子は、請求項１、２、３又は４に係る構成において、前記押出部材
が、前記支持体の前側に位置する押出部を備えたものである。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　請求項６に記載の椅子は、請求項１、２、３、４又は５に係る構成において、前記左右
一対の押出部材が、左右方向にスライド移動し得るものである。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８８
【補正方法】削除
【補正の内容】
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